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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスであって、
　誘導的に結合される充電回路から受信した入力電圧と入力電流とに基づいてバッテリー
をレギュレートするように構成される充電コントローラと、
　前記充電コントローラへの前記入力電圧を調節するように第１のフィードバック信号を
生成するために前記入力電圧を監視するように構成される第１のループコントローラと、
　前記充電コントローラへの前記入力電圧を調節するように第２のフィードバック信号を
生成するように構成され、制御変数を調節するように複数の基準から選択された１つの基
準に関連する前記入力電流に基づいて前記第２のフィードバック信号を生成する第２のル
ープコントローラと、
　前記充電コントローラからの制御信号に基づいて前記バッテリにおける電圧と電流とを
レギュレートするように前記入力電圧を受信する調整スイッチと、
　選択コントローラと、
　を含み、
　前記充電コントローラが、前記選択された基準に関連する入力電流を監視する電流感知
増幅器と、前記調整スイッチを制御するために出力電圧を監視する電圧感知増幅器とを含
み、
　前記選択コントローラが、前記電流感知増幅器に対して基準信号として提供される前記
複数の基準の中の基準を制御するように構成され、前記調整スイッチを制御するために前
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記選択された基準信号が充電基準信号と事前充電基準信号と熱充電基準信号の何れかに対
応する、デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載のデバイスであって、
　前記充電回路がトランスミッタ回路とレシーバ回路とを更に含み、前記トランスミッタ
回路と前記レシーバ回路とが、前記入力電圧を前記充電コントローラに提供し、前記第１
及び第２のループコントローラから前記第１及び第２のフィードバック信号を受信するた
めにエネルギーを誘導的に結合する、デバイス。
【請求項３】
　請求項２に記載のデバイスであって、
　前記トランスミッタ回路が、前記第１のフィードバック信号と第２のフィードバック信
号とに基づいて電圧と電流とを制御するためにＰＩＤ（比例積分微分）アルゴリズムを実
行する、デバイス。
【請求項４】
　請求項１に記載のデバイスであって、
　前記調整スイッチをバイアスするための電流源を更に含む、デバイス。
【請求項５】
　デバイスであって、
　誘導的に結合される充電回路から受信した入力電圧と入力電流とに基づいてバッテリー
を充電するために出力電圧をレギュレートするように構成され、複数の基準の中の選択さ
れた１つの基準に基づいて前記出力電圧をレギュレートする充電コントローラと、
　前記入力電圧を調節するように前記誘導的に結合される充電回路に対してフィードバッ
ク信号を生成するために前記入力電圧と前記入力電流との少なくとも１つを監視するよう
に構成されるループコントローラであって、前記ループコントローラが、電圧基準に関連
する前記入力電圧に基づいて前記誘導的に結合される充電回路に対する第１のフィードバ
ック信号を提供するための第１のループコントローラである、前記ループコントローラと
、
　前記選択された基準に関連する前記入力電流に基づいて前記入力電流をレギュレートす
るように前記誘導的に結合される充電回路に対して第２のフィードバック信号を提供する
ように構成される第２のループコントローラと、
　前記充電コントローラと前記第２のループコントローラとにより利用される前記複数の
基準の中の少なくとも１つを選択するように構成される選択コントローラと、
　を含み、
　前記誘導的に結合される充電回路が、前記充電コントローラに対する前記入力電圧を調
節するように前記第１のフィードバック信号と前記第２のフィードバック信号とを処理す
るために制御アルゴリズムを実行するように構成される、デバイス。
【請求項６】
　請求項５に記載のデバイスであって、
　前記複数の基準の中の少なくとも１つが、充電基準と事前充電基準と温度との少なくと
も１つを表す変数に対応する、デバイス。
【請求項７】
　請求項５に記載のデバイスであって、
　前記誘導的に結合される充電回路からの前記入力電圧に従い、前記充電コントローラか
らの制御信号に基づき、前記バッテリーへの前記出力電圧をレギュレートするように構成
される調整スイッチを更に含み、前記調整スイッチが前記充電コントローラにより駆動さ
れる、デバイス。
【請求項８】
　請求項７に記載のデバイスであって、
　前記充電コントローラが電流を監視するための第１の増幅器と電圧を監視するための第
２の増幅器とを更に含み、前記それぞれの増幅器の出力が前記調整スイッチを制御するた
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めにワイヤードＯＲ構成で接続される、デバイス。
【請求項９】
　請求項８に記載のデバイスであって、
　前記調整スイッチの制御を促進するために前記ワイヤードＯＲ構成に電流を供給するた
めの電流源を更に含む、デバイス。
【請求項１０】
　請求項８に記載のデバイスであって、
　電流を監視するための前記第１の増幅器が、前記調整スイッチの制御を促進するために
、充電基準信号、プリチャージ基準信号又は熱的充電基準信号を含む、前記複数の基準の
中の前記選択された基準に対応する、少なくとも１つの入力を受け取る、デバイス。
【請求項１１】
　請求項５に記載のデバイスであって、
　前記第１のループコントローラが、前記充電コントローラに対する基準電圧と前記誘導
的に結合される充電回路に対する前記フィードバック信号とを供給するためのアナログデ
ジタルコンバータを更に含む、デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　誘導性充電器は、エネルギーを搬送するために電磁場を用いる。充電ステーションが、
誘導性結合を介して電気的デバイスにエネルギーを送り、電気的デバイスは、このエネル
ギーを例えばバッテリーにストアする。誘導性充電器は典型的に、充電基地局内からの交
番電磁場を提供するための第１の誘導コイルと、この電磁場から電力を受け取りバッテリ
ーを充電するためそれを電流に変換するポータブルデバイス内の第２の誘導コイルとを用
いる。近接するこれら２つの誘導コイルは組み合わさって電気的変圧器を形成する。
【発明の概要】
【０００２】
　誘導性結合充電器が提供される。一例において、充電回路から受信した入力電圧及び入
力電流に基づいてバッテリー出力電圧をレギュレートするため充電コントローラを含むデ
バイスが提供される。充電コントローラへの入力電圧を調節するようにフィードバック信
号を生成するため入力電圧及び入力電流を監視するループコントローラが提供され得る。
【０００３】
　別の例では、デバイスが、充電回路から受信した入力電圧及び入力電流に基づいてバッ
テリーをレギュレートするための充電コントローラを含む。第１のループコントローラが
、充電コントローラへの入力電圧を調節するように第１のフィードバック信号を生成する
ため入力電圧を監視する。第２のループコントローラが、充電コントローラへの入力電圧
を調節するように第２のフィードバック信号を生成するため入力電流を監視する。
【０００４】
　更に別の例において或る方法が提供される。この方法は、充電回路から受信した入力電
圧及び入力電流に基づいて内部制御ループを介してバッテリー電圧及び電流を制御するこ
とを含む。これは、充電回路における入力電圧及び入力電流を制御するためトランスミッ
タコントローラを用いることを含む。この方法は、入力電圧を監視するため、及び充電コ
ントローラへの入力電圧を調節するように第１のフィードバック信号を生成するため第１
の外部制御ループを用いることを含む。この方法は更に、入力電流を監視するため、及び
内部制御ループへの入力電圧を調節するように第２のフィードバック信号を生成するため
第２の外部制御ループを用いることを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、誘導性結合充電器デバイスの一例を図示する。
【０００６】
【図２】図２は、バッテリー負荷電圧及び電流を制御するため単一の外部ループコントロ
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ーラを用いる誘導性結合充電器デバイスの一例を図示する。
【０００７】
【図３】図３は、バッテリー負荷電圧及び電流を制御するため２つの外部ループコントロ
ーラを用いる誘導性結合充電器デバイスの一例を図示する。
【０００８】
【図４】図４は、誘導性結合充電器デバイスの一部として用いられ得る例示のトランスミ
ッタ及びレシーバ回路を図示する。
【０００９】
【図５】図５は、誘導性結合充電を介してバッテリーを充電するための例示の方法を図示
する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、誘導性結合充電器デバイス１００の一例を図示する。誘導性結合充電器デバイ
ス１００（充電器デバイスと呼ぶこともある）は、充電器（例えば、ワイヤレス携帯電話
バッテリー充電器）のオペレーションを効率的に制御するため、複数レベルの、閉ループ
電圧、電流、及び／又は温度制御を提供する。充電器デバイス１００は、ＶＲＥＧとして
示されるレギュレートされたＤＣ電力を供給する誘導性結合充電回路１１０（充電回路と
呼ぶこともある）を含み得る。充電回路１１０は、電力をワイヤレスに伝送するための変
圧器（図示せず）を含み得、変圧器に供給される電圧を制御するためのトランスミッタコ
ントローラ（図示せず）を含み得る。充電回路の一例を図４に関して後に説明する。レギ
ュレートされた電圧ＶＲＥＧは電流感知回路１３０を介して感知され得、電流感知回路１
３０は、電流Ｉ－ＳＥＮＳＥを充電コントローラ１４０及びループコントローラ１５０に
供給し、これらは負荷電圧及びバッテリー１７０に供給される電流ＶＩ－ＬＯＡＤを制御
するように共に機能する。充電コントローラ１４０は、Ｉ－ＳＥＮＳＥ及びＶＩ－ＬＯＡ
Ｄを監視しつつ、ループコントローラ１５０から基準電圧ＶＯ－ＲＥＦを受け取る。充電
コントローラ１４０は、バッテリー１７０を充電するため電圧及び電流両方を供給する調
整スイッチ１９０を介して負荷電圧及び電流ＶＩ－ＬＯＡＤを制御する。
【００１１】
　一例として、充電コントローラ１４０が出力電圧及び電流ＶＩ－ＬＯＡＤに対する内部
ループコントローラとして機能するのに対し、ループコントローラ１５０は、充電回路１
１０において生成される入力電圧をフィードバック１９４を介して制御する外部ループコ
ントローラとして機能する。そのため、充電コントローラ１４０及びループコントローラ
１５０は、閉ループ方式で出力電圧及び電流ＶＩ－ＬＯＡＤを制御するため充電回路１１
０におけるトランスミッタコントローラと協働する。図示するように、ループコントロー
ラ１５０は、充電回路１１０にフィードバック１９４を生成するためI－ＳＥＮＳＥから
の電流及び電圧ＶＲＥＧを監視する。
【００１２】
　図３に関連して後に説明するように、バッテリー１７０におけるＶＩ－ＬＯＡＤの一層
効率的な生成及び制御に対する付加的な制御を提供するために、第２のループコントロー
ラ（図示せず）が充電器デバイス１００に付加され得る。例えば、１つのコントローラは
、ＶＲＥＧを監視すること及びフィードバック１９４を生成すること専用であり得、これ
に対し、第２のコントローラは、図３に関連して図示及び説明するようにI－ＳＥＮＳＥ
を監視し得、且つ、充電回路に第２のフィードバック（図示せず）を生成し得る。
【００１３】
　充電コントローラ１４０は、調整スイッチ１９０を介してＶＩ－ＬＯＡＤを制御するた
めＩ－ＳＥＮＳＥ及びループコントローラ１５０からの電流及び電圧フィードバック両方
に応答するように構成される個別のデバイスを含み得る。ループコントローラ１５０は、
制御アルゴリズムを実行するためのプロセッサを含み得、アナログデジタルコンバータ（
ＡＤＣ）などの他の要素を含み得る（例えば、ループコントローラにおける他の回路構成
要素の中でも集積されたプロセッサ及びＡＤＣであり得る）。制御アルゴリズムは、トラ
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ンスミッタ及びレシーバ（図４に関して後に記す）を結合するグローバル制御ループとし
て用いられ得、ここで、トランスミッタとは誘導性結合充電回路１１０の一次側を指し、
レシーバとは充電回路の二次側を指す。一例において、レシーバは、実質的に任意の変数
（例えば、整流器電圧、出力電流など）を監視及び制御し得る。レシーバは、測定された
制御変数と、制御変数に対する目標値との間の％差を計算することができ、この値をトラ
ンスミッタに送る（例えば、％Ｅｒｒｏｒ＝１００×（Ｄｅｓｉｒｅｄ－Ａｃｔｕａｌ）
／Ｄｅｓｉｒｅｄ）。フィードバック１９４を介して％エラーメッセージを受け取ると、
トランスミッタは、局所的ＰＩＤ（比例積分微分）ループを実行することができ、局所的
ＰＩＤループは、制御変数を動かすことができ、測定されたピーク一次電流をレシーバに
より計算された％エラー値分シフトさせるよう試みることができる。これは、レシーバに
搬送される電力を変えることができ、そのため、レシーバ制御変数をその目標値近くにす
ることができる。
【００１４】
　説明を簡単にするため、この例において、デバイス１００の異なる構成要素は異なる機
能を行うものとして図示及び説明する。しかし、当業者であれば、説明する構成要素の各
々の機能が１つ又は複数の異なる構成要素により実行され得、又は幾つかの構成要素の機
能性が組み合わされ得、単一の構成要素で実行され得ることを理解及び認識し得る。
【００１５】
　図２は、バッテリー負荷電圧及び電流を制御するために単一の外部ループコントローラ
２０４を用いる誘導性結合充電器デバイス２００の一例を図示する。充電器デバイス２０
０は、レギュレートされたＤＣ出力電圧ＶＲＥＧを生成する誘導性結合充電回路２１０を
含む。電流感知回路２２０が、電圧及び電流を調整スイッチ２２４に供給し、調整スイッ
チ２２４は、バッテリー２３０に搬送される電圧及び電流を制御する。充電コントローラ
２３４が調整スイッチ２２４を制御する。充電コントローラ２３４は、電流感知回路２２
０からのセンサ信号Ｉ－ＳＥＮＳＥを監視するための増幅器２４０と、バッテリー出力電
圧を監視する増幅器２４４とを含む。充電コントローラ２３４は、調整スイッチ２２４を
バイアスする電流源２５０（例えば、チャージポンプ）を含む。増幅器２４０及び２４４
からの出力は、電流源２５０の出力において調整スイッチ２２４をそれぞれ制御するため
、ダイオード２６０及び２６４を介して論理ＯＲされる。電流感知回路２２０により生成
されるＩ－ＳＥＮＳＥに比例する基準電圧を確立するためにレジスタ２７０を用いること
ができる。基準電圧は、増幅器２４０に対する基準として及び外部ループコントローラ及
びＡＤＣ２７４に対する入力基準として用いられ得る。
【００１６】
　増幅器２４０は、２８０における種々のスイッチングされた入力を監視することができ
、例えば、調整スイッチ２２４の制御を促進するため、充電基準信号入力Ｉ－１、プリチ
ャージ基準信号入力Ｉ－２、又は熱的充電基準信号入力Ｉ－３を含み得る。２８０におけ
る入力は、増幅器２４０におけるI－ＳＥＮＳＥ基準電圧２７０との比較のため電圧に変
換され得るように電流を感知する。ループコントローラは、アナログデジタルコンバータ
（ＡＤＣ）を含み得、ループコントローラ及びＡＤＣの内部機能をバイアスするため外部
基準電圧ＶＲＥＦに加えてI－ＳＥＮＳＥ及びＶＲＥＧを監視し得る。ループコントロー
ラ２０４によりフィードバック信号２９０が生成され得、このようなフィードバックは、
誘導性結合充電回路２１０の誘導性一次及び二次要素を介して通信され得るデジタル信号
として提供され得る。図示されるように、バッテリー出力電圧に接続される電圧入力信号
２９４がループコントローラ２０４によって処理され得る。ループコントローラ２０４は
、入力電圧ＶＲＥＧ及びバッテリー出力電圧を測定し、出力電圧を上回る入力電圧を、調
整スイッチ２２４をサチュレーションで動作させるために適切な量駆動する。
【００１７】
　一例において、充電コントローラ２３４は、入力電流感知２２０を用いる線形充電コン
トローラであり得る。図示するように、２つのアナログループが電流源２５０の出力にお
いて共にＯＲされ得、ここで、１つのアナログループは増幅器２４０を介して電流を調整
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することができ、１つのアナログループは増幅器２４４を介して電圧を調整することがで
きる。デバイス２００は、レシーバをトランスミッタ（誘導性結合充電回路２１０内部）
に接続するためワイヤレス制御ループを提供することができ、レシーバは、レシーバ入力
電圧を制御するためフィードバック２９０を介して命令をトランスミッタに送る。
【００１８】
　一例として、ワイヤレス制御ループは次のように動作し得る。ループコントローラ２０
４及びＡＤＣは、入力電圧、出力（バッテリー）電圧、及び出力電流を監視し得る。ルー
プコントローラは、整流器電圧（後に記載の図４参照）を所望の値まで制御するためフィ
ードバック２９０を充電回路２１０内のトランスミッタに送ることができる。充電コント
ローラ２３４が電流調整にある場合、ループコントローラ２０４は、ＶＤＳ（電圧ドレイ
ン・ソース）がＶＤＳＡＴ（ドレインサチュレーション電圧）より大きいとき、調整スイ
ッチ２２４（例えば、ＦＥＴ）をサチュレーションで保ち得る所与のマージン分、整流器
電圧を、バッテリー電圧を上回るように制御するようにフィードバック２９０を介してデ
ジタルパケットを送ることができる。この場合、充電コントローラ２３４の内部アナログ
ループは、バッテリー２３０への出力電流の値を設定する。同様に、プリチャージ又は熱
的フォールドバック（fold-back）状態において、充電コントローラ２３４の内部アナロ
グループは出力電流を設定することができ、ワイヤレスループはそのため、調整スイッチ
２２４をサチュレーションで保つように入力電圧を制御すべきである。電圧調整がアクテ
ィブであるとき、ワイヤレスループは、整流器電圧ＶＲＥＧを定数レベル（例えば、５Ｖ
）に設定し得る。
【００１９】
　図３は、バッテリー負荷電圧及び電流を制御するため２つの外部ループコントローラ３
０４及び３０６を用いる誘導性結合充電器デバイス３００の一例を図示する。図２の充電
器に類似して、充電器デバイス３００は、レギュレートされたＤＣ出力電圧ＶＲＥＧを生
成する誘導性結合充電回路３１０を含む。感知回路３２０が電圧及び電流を調整スイッチ
３２４に供給し、調整スイッチ３２４は、バッテリー３３０に搬送される電圧及び電流を
制御する。充電コントローラ３３４が調整スイッチ３２４を制御する。充電コントローラ
３３４は、電流I－ＳＥＮＳＥを監視するための増幅器３４０と、バッテリー出力電圧を
監視する増幅器３４４とを含む。充電コントローラ３３４は、調整スイッチ３２４をバイ
アスする電流源３５０（例えば、チャージポンプ）を含む。増幅器３４０及び３４４から
の出力は、電流源３５０の出力において調整スイッチ３２４をそれぞれ制御するため、ダ
イオード３６０及び３６４を介してＯＲされる。電流I－ＳＥＮＳＥに比例する基準電圧
を確立するためにレジスタ３７０を用いることができる。基準電圧は、増幅器３４０に対
する基準として及び第１の外部ループコントローラ１　３０４に対する入力基準として用
いられ得る。
【００２０】
　増幅器３４０は、３８０における種々のスイッチングされた電流入力を監視することが
でき、例えば、オペレーションの異なるモードの間の調整スイッチ３２４の制御を促進す
るため、充電基準信号入力Ｉ－１、プリチャージ基準信号入力Ｉ－２、又は熱的充電基準
信号入力Ｉ－３を含み得る。３８０における入力は、増幅器３４０におけるＩ－ＳＥＮＳ
Ｅ基準電圧３７０との比較のため電圧に変換され得るように電流を感知する。第１の外部
ループコントローラ１　３０４は、ＡＤＣの内部機能をバイアスするため外部基準電圧Ｖ
ＲＥＦ３８４に加えてＶＲＥＧを監視し得る。ループコントローラにより第１のフィード
バック信号３９０が生成され得、このようなフィードバックが、誘導性結合充電回路３１
０の誘導性一次及び二次要素を介して通信されるデジタル信号として提供され得る。電圧
出力信号３９２が、ループコントローラ１　３０４により生成され得、増幅器３４４によ
り基準信号（例えば、所望のバッテリー電圧レベルを通信するための信号）として用いら
れ得る。
【００２１】
　図示するように、デバイス３００は、電流I－ＳＥＮＳＥを監視するため及び電圧点３
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９６及び入力３９７を介するスイッチングされた入力電流３８０を監視するため、３０６
において第２の外部ループコントローラ２を含み得る。電流に対する制御フィードバック
を表す第２のフィードバック３９８が充電回路３１０に供給される。第１のフィードバッ
ク３９０及び第２のフィードバック３９８は、代替的に、誘導性結合充電回路３１０に通
信する同じ通信チャネルに多重化され得ることに留意されたい。
【００２２】
　図示するように、図１及び図２のループコントローラは、第２のコントローラ３０６と
して表されるＩ－チャネルコントローラと、第１のコントローラ３０４として表されるＶ
－チャネルコントローラに区分され得る。充電器３００と図２の例に示した充電器２００
との違いの１つは、３９０及び３９８におけるフィードバックメッセージがどのように演
算され、送信されるかである。図２の充電器では、フィードバックは、整流器電圧を或る
レベルまで制御するように及び調整スイッチがサチュレーションのままであることを確実
にするように送られ得る。充電器３００では、電圧ループが増幅器３４４を介してアクテ
ィブである一方で、整流器電圧ＶＲＥＧがやはり制御され得る。また、電流ループが増幅
器３４０を介してアクティブであるとき出力電流は直接的に制御され得る。
【００２３】
　更なる例として、充電器３００において、バッテリー３３０への出力電流は次のように
制御され得る。概して、３０６におけるループコントローラ２は、３９９において或る基
準電圧（例えば、アナログループ調整電圧を下回る１．１Ｖ）を有し得る。３０６におけ
るループコントローラ２が、定義された調整閾値に電流が達したことを検出すると、それ
は、実際の整流器電圧に関係なく、フィードバック３９８を介して電流をこのレベルまで
制御するようにメッセージをトランスミッタに送ることができる。
【００２４】
　実際には、ループコントローラ３０６により制御されるループは出力電流を低減するよ
う試み得、この機能を実行するため、このループは整流器電圧を低減する必要があり得る
。ループコントローラ３０６電流閾値は概してアナログ電流調整閾値を下回るため、調整
スイッチ３２４は、この動作点に達するために三極管モードで動作すべきである。これは
、所与の調整スイッチＲＤＳ－ＯＮパラメータに対し、例えば、レシーバが任意の電流調
整点において最大限効率的であるべきであることを確実にすることを助ける。
【００２５】
　従来の幾つかのバッテリー充電器において、熱的調整は、ダイ温度が或る閾値（例えば
、１２５℃）を超えるとき、調整スイッチの増大するダイ温度に比例して充電電流調整閾
値を低減することによって実装され得、これは、オペレーションの非効率及び不安定手段
となり得る。実際には、この種の制御は、出力電流を低い値に駆動する一方で、同時にＶ
ＲＥＧを高い値まで駆動し得、これは温度を熱的調整領域を越えて低下させ得る。これは
、充電電流をその元の値まで戻し得、これが、後続のサイクルにおいてレシーバを熱的調
整領域に入らせ得る。このようにして、レシーバは、熱的調整の中及び外で往復し得る。
デバイス３００において、このような安定性及び効率の問題は、第２のループコントロー
ラ３０６によって提供される熱的調整ループで緩和され、そのため、後に説明するように
所与のシステムに対し熱的限界（例えば、最大電流）で適切に動作し得る。
【００２６】
　熱的調整に関して、レシーバ温度が熱的限界を上回って動作するとき、調整スイッチ３
２４を介して充電電流を低減するため電流調整閾値が低下し得る。しかし、この電圧は、
Ｉ－チャネルコントローラ３０６に対する基準電圧３９７でもあるため、ワイヤレスルー
プは、温度を低減するため充電電流を低減するようにフィードバック３９８を介してトラ
ンスミッタにメッセージを自動で送ることができる。概して、充電電流を低減するための
システムに対する唯一の方式は、トランスミッタにおける入力電圧を低減することであり
、これは、レシーバ電力放散が低減されることを示唆する。熱的ループは、電力放散が単
調に低減されるような方式で動作するため、この熱的制御ループは実質的に安定的である
。
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　図４は、本明細書（例えば、図１～図３）に開示するように、誘導性結合充電器デバイ
スの一部として用いられ得る例示のトランスミッタ及びレシーバ回路４００を図示する。
図１～図３において上述したような誘導性結合充電回路を破線４０２で表す。トランスミ
ッタ４０８とレシーバ４１０がバッテリー４１４を充電するために用いられ、トランスミ
ッタ４０８とレシーバ４１０との間のエネルギーを変圧器４０４が結合する。トランスミ
ッタ４０８は、パワートランジスタ４１８及び４２０を駆動するコントローラ４１６（例
えば、ＰＩＤコントローラ）を含み、パワートランジスタ４１８及び４２０は変圧器４０
４の一次側を駆動する。インピーダンスマッチングキャパシタ４２４が提供され得る。フ
ィードバック４２８が、レシーバ４１０から受信され、レジスタ４３０を介して発達され
得る。レシーバ４１０はマッチングキャパシタ４３４を含み得、マッチングキャパシタ４
３４は、整流されたＤＣ電圧ＶＲＥＧを生成するため変圧器４０４から整流器４４０への
二次電圧を供給する。電圧ＶＲＥＧは充電コントローラ４５０に供給され、充電コントロ
ーラ４５０は、前に説明したようにアナログ制御を介してバッテリー４１４への電圧及び
電流をレギュレートする。４５４においてレギュレータ平滑キャパシタが提供され得る。
図示するように、ループコントローラ４６０（例えば、図１のループコントローラ１５０
）が提供され得、ループコントローラ４６０は、トランジスタ４６４及び４７０を介して
フィードバックを提供する。フィードバックを変圧器４０４の二次に結合するためにキャ
パシタ４７４及び４８０を用いることができる。トランジスタ４６４及び４７０を介する
フィードバックは、図２に示すフィードバック２９０に対応し得る。
【００２８】
　上述の構造的及び機能的特徴を考慮すると、図５を参照して例示の方法が一層よく分か
るであろう。説明を簡潔にするため、この方法は順次実行するように示され説明されるが
、この方法の一部は、本明細書に図示し記載したものとは異なる順序及び／又は同時に生
じ得るため、この方法は図示した順序に制限されないことを理解及び認識されたい。この
ような方法は、例えば、ＩＣ又はコントローラにおいて構成される種々の構成要素により
実行され得る。
【００２９】
　図５は、誘導性結合充電を介してバッテリーを充電するための例示の方法を図示する。
５１０に進むと、方法５００は、５１０において、充電回路から受信した入力電圧及び入
力電流に基づいて内部制御ループ（例えば、図１の充電コントローラ１４０）を介してバ
ッテリー電圧及び電流を制御することを含む。５２０において、方法５００は、充電回路
における入力電圧及び入力電流を制御するためトランスミッタコントローラ（例えば図４
のコントローラ４１６）を用いることを含む。５３０において、方法５００は、入力電圧
を監視するため及び充電コントローラへの入力電圧を調節するように第１のフィードバッ
ク信号を生成するため第１の外部制御ループ（例えば、図３のコントローラ３０４）を用
いることを含む。５４０において、方法５００は、入力電流を監視するため及び内部制御
ループへの入力電圧を調節するように第２のフィードバック信号を生成するため第２の外
部制御ループ（例えば、図３のコントローラ３０６）を用いることを含む。トランスミッ
タコントローラは、例えば、充電回路における入力電圧及び入力電流を制御するためＰＩ
Ｄループを用いることができる。方法５００は更に、バッテリー電圧を制御するため調整
スイッチを用いることを含むこともできる。
【００３０】
　本発明に関連する技術に習熟した者であれば、本発明の特許請求の範囲内で、説明した
例示の実施例に変形が成され得ること、及び他の実施例を実装し得ることが分かるであろ
う。
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